
建設工事を行う場合の注意事項 

－－－－騒音騒音騒音騒音・・・・振動振動振動振動によるによるによるによる公害公害公害公害のののの防止防止防止防止のためにのためにのためにのために－－－－ 
 

  
 各 種 建 設 工 事 に 伴 う 騒 音 や 振 動 は ， 低 騒 音 ・ 低 振 動 型 の 機 械 や 工 法 が 普 及
さ れ ， 防 音 ・ 防 振 効 果 が あ げ ら れ て い ま す 。 し か し ， 周 辺 住 民 の よ り 快 適 か
つ 静 穏 な 生 活 環 境 の 確 保 の た め ， な お 一 層 の 騒 音 ・ 振 動 の 低 減 努 力 が 求 め ら
れ て い ま す 。  
 建 設 作 業 を 行 う 場 合 は 、 騒 音 ・ 振 動 の 防 止 の た め ， 次 の 事 項 に 注 意 し ， 工
事 を 行 う よ う 努 め て く だ さ い 。  
 

 

    事 前 防 止 対 策事 前 防 止 対 策事 前 防 止 対 策事 前 防 止 対 策     

 
● 工 事 を 実 施 す る 前 に 現 場 の 周 辺 状 況 を 十 分 調 査 し ， 適 切 な 工 法 ， 機 械 等 を

選 定 す る 。  
● 極 力 ， 低 騒 音 ・ 低 振 動 の 工 法 を 採 用 し ， ま た ， 低 騒 音 型 ・ 低 振 動 型 建 設 機

械 を 使 用 す る 。  
● 工 事 現 場 周 辺 の 状 況 に よ り ， 防 音 パ ネ ル ， 防 音 シ ー ト 等 の 防 音 措 置 を 行 う 。  
● 建 設 用 機 械 の 整 備 不 良 に よ り ， 異 常 な 騒 音 ・ 振 動 が 発 生 し な い よ う 点 検 ・

整 備 に 努 め る 。  
 

○○○○ 作 業作 業作 業作 業 のののの 内 容内 容内 容内 容 にににに 適適適適 し たし たし たし た 工 法工 法工 法工 法 ，，，， 機 械機 械機 械機 械 のののの 選 定選 定選 定選 定  

    

 

 

 

    周 辺 住 民周 辺 住 民周 辺 住 民周 辺 住 民 へ のへ のへ のへ の 配 慮配 慮配 慮配 慮      

 
● 工 事 現 場 の 周 辺 住 民 に 対 し ， 次 の 事 項 を あ ら か じ め 十 分 説 明 を 行 う 。 （ 工

事 の 内 容 ， 作 業 期 間 ， 作 業 時 間 ， 騒 音 ・ 振 動 の 防 止 対 策 ， 被 害 対 策 ， 現 場
責 任 者 等 ）  

● 民 家 に 近 接 し た と こ ろ で 作 業 を 行 う 場 合 は ， 使 用 す る 機 械 や 作 業 時 間 な ど
に つ い て 注 意 す る 。 静 穏 な 環 境 が 要 さ れ る 病 院 ， 教 育 施 設 等 の 周 辺 に お い
て は ， 特 に 配 慮 す る 。  

● 工 事 現 場 に お い て 公 害 対 策 を 監 督 し ， 周 辺 住 民 に 対 す る 窓 口 と な る 責 任 者
を 選 任 す る 。 苦 情 等 が 起 き た 場 合 に 誠 意 を 持 っ て ， 迅 速 か つ ， 的 確 に 対 応
で き る 体 制 を と っ て お く 。  

低騒音低騒音低騒音低騒音・・・・低振動低振動低振動低振動

重機重機重機重機のののの選定選定選定選定     

    

機械機械機械機械のののの整備点検整備点検整備点検整備点検    

防音防音防音防音パネル・パネル・パネル・パネル・防音防音防音防音

シートシートシートシート等等等等のののの設置設置設置設置    

事前事前事前事前のののの調査調査調査調査，，，，適切適切適切適切なななな

工法工法工法工法，，，，機械機械機械機械のののの選定選定選定選定    



 

    周 辺 住 民周 辺 住 民周 辺 住 民周 辺 住 民 へ のへ のへ のへ の 対 応対 応対 応対 応     

 

 

 

 

    

    そ のそ のそ のそ の 他他他他 のののの 配 慮配 慮配 慮配 慮 す べ きす べ きす べ きす べ き 事 項事 項事 項事 項     

 
● 工 事 用 車 両 の 運 行 に 関 し て も ， 通 学 路 や 通 学 時 間 等 を 極 力 避 け ， 通 行 に 伴

う 粉 じ ん の 発 生 の 防 止 に 努 め る 等 、 安 全 な 運 行 に 努 め る 。  
● 騒 音 ・ 振 動 の 防 止 の 他 ， 解 体 作 業 時 に 発 生 す る 粉 じ ん や ア ス フ ァ ル ト の 飛

散 ， 汚 水 の 流 出 ， 防 水 作 業 時 の 悪 臭 ， 資 材 や 構 造 物 の 落 下 等 に 注 意 し ， 周
辺 か ら の 苦 情 等 が 発 生 し な い よ う 注 意 す る 。  

● 現 場 の 作 業 員 等 （ 下 請 業 者 等 も 含 む ） に 対 し て ， 公 害 防 止 に つ い て の 教 育
を 徹 底 さ せ る 。  

 

    特 定 建 設 作 業特 定 建 設 作 業特 定 建 設 作 業特 定 建 設 作 業 をををを 実 施実 施実 施実 施 す るす るす るす る 場 合場 合場 合場 合  

 
● 騒 音 規 制 法 ， 振 動 規 制 法 若 し く は 柏 市 環 境 保 全 条 例 の 規 定 に よ る 特 定 建 設

作 業 を 実 施 す る 場 合 は ， 作 業 開 始 ７ 日 前 ま で に 市 に 届 出 を 提 出 す る こ と 。  
● 作 業 に あ た っ て は ， 規 制 基 準 ， 作 業 時 間 ， 作 業 日 等 の 法 令 及 び 条 例 の 規 定

を 遵 守 し ， 事 前 防 止 対 策 ， 周 辺 住 民 へ の 配 慮 等 に 留 意 す る こ と 。  

    

    ア ス ベ ス ト がア ス ベ ス ト がア ス ベ ス ト がア ス ベ ス ト が 含 有含 有含 有含 有 さ れ て い るさ れ て い るさ れ て い るさ れ て い る 建 材 等建 材 等建 材 等建 材 等 をををを 使 用使 用使 用使 用 し て い るし て い るし て い るし て い る 建 物 等建 物 等建 物 等建 物 等 のののの 解 体解 体解 体解 体 ・・・・ 改 修改 修改 修改 修 のののの 工 事工 事工 事工 事     
    をををを 行行行行 うううう 場 合場 合場 合場 合     

 
● 大 気 汚 染 防 止 法 の 規 定 に よ る 特 定 粉 じ ん 排 出 等 作 業 に 該 当 す る 場 合 は ， 作

業 の 開 始 の １ ４ 日 前 ま で に 市 に 届 出 を 提 出 す る こ と 。 （ 該 当 し な い 場 合 に
お い も ， 市 で 現 場 確 認 を 行 っ て い る た め ， あ ら か じ め 相 談 す る こ と 。 ）  

● 作 業 に あ た っ て は ， 規 制 基 準 ， 作 業 基 準 等 の 法 令 等 の 規 定 を 遵 守 し ， 事 前
防 止 対 策 ， 周 辺 住 民 へ の 配 慮 等 に 留 意 す る こ と 。     

    

問問問問 いいいい 合合合合 わ せわ せわ せわ せ 先先先先     

〒 277-8505  千 葉 県 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号  

 柏 市 環 境 部 環 境 政 策 課  

 電 話 ：  04-7167-1111（ 代 表 ）  内 線 428 番   04-7167-1695（ 直 通 ）  

※「建 設 工 事 に 係 る資 材 の再 資 源 化 等 に 関 する法 律 」（建 設 リ サイ クル法 ）の窓 口  

  柏 市 都 市 部 建 築 指 導 課 （ 電 話 ：04-7167-1145）  

※アスベストの 処 分 等 に 関 する窓 口  

  柏 市 環 境 部 産 業 廃 棄 物 対 策 課 （電 話 ：04-7167-1696）  

周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民へのへのへのへの説明会説明会説明会説明会などをなどをなどをなどを開開開開
催催催催しししし，，，，工事工事工事工事のののの内容内容内容内容をををを説明説明説明説明するするするする
機会機会機会機会をををを設設設設けるけるけるける    

    
苦 情苦 情苦 情苦 情 がががが 起起起起 き たき たき たき た 場 合場 合場 合場 合 のののの 体 制体 制体 制体 制
もももも 確 立確 立確 立確 立 し て お くし て お くし て お くし て お く     

住 民 対 応住 民 対 応住 民 対 応住 民 対 応 はははは 誠 意誠 意誠 意誠 意 をををを 持持持持 っっっっ
てててて 行行行行 うううう     



特 定 建 設 作 業 実 施 届 書特 定 建 設 作 業 実 施 届 書特 定 建 設 作 業 実 施 届 書特 定 建 設 作 業 実 施 届 書 （（（（騒音規制法騒音規制法騒音規制法騒音規制法・・・・振動規制法振動規制法振動規制法振動規制法・・・・柏市環境保全柏市環境保全柏市環境保全柏市環境保全

条例条例条例条例））））についてについてについてについて 

１  届 出 部 数  ２部 提 出 （受 理 ・返 却 各 １ 部 ）  

２  添 付 書 類  

①特 定 建 設 作 業 実 施 届 出 書 （ 法 ・条 例 に 基 づく様 式 ）  

②特 定 建 設 作 業 工 程 表 （任 意 様 式 ）  

③特 定 建 設 作 業 現 場 付 近 の見 取 り 図 （任 意 様 式 ）  

④特 定 工 事 （付 随 す る工 事 を含 む）の概 要 の 説 明 書  

３  提 出 期 限  特 定 建 設 作 業 の開 始 ７日 前 まで  

４  指 定 地 域  

 ( 1 )  騒 音 規 制 法  用 途 地 域 及 び 市 街 化 調 整 区 域 のうち政 令 で指 定 された地 域  

 ( 2 )  振 動 規 制 法  用 途 地 域 及 び 市 街 化 調 整 区 域 のうち政 令 で指 定 された地 域  

 ( 3 )  柏 市 環 境 保 全 条 例      柏 市 内 全 域  

 騒 音 規 制 法 及 び 振 動 規 制 法 の 届 出 に 係 る も の に つ い て は 柏 市 環 境 保 全 条 例 の 届 出 は 不 要  

５  規 制 基 準  騒 音 ８ ５ｄＢ (デシベル )  振 動 ７５ｄＢ (デ シベル )  

６  作 業 禁 止 時 間  

 ( 1 )  騒 音 ・振 動 規 制 法※※ 午 後 ７時 から 翌 日 の午 前 ７ 時 まで  

                ※※ 午 後 １０ 時 から 翌 日 の午 前 ６時 まで  

 ( 2 )  柏 市 環 境 保 全 条 例    午 後 ７時 か ら 翌 日 の午 前 ７時 まで  

７  １日 あたり の作 業 時 間  

 ( 1 )  騒 音 ・振 動 規 制 法※※ １０時 間  

                ※※ １４時 間  

 ( 2 )  柏 市 環 境 保 全 条 例    １０時 間  

 ※ ①は第１種区域，第２種区域，第３種区域及び第４種区域のうち学校及び病院等の周囲８０メートル以内の区域  

    ②は，指定区域のうち，①以外の区域  

８  作 業 時 間  連 続 ６ 日 を超 えないこと  

９  作 業 期 間 禁 止 日  日 曜 ， 祝 日 （国 民 の休 日 を含 む）  

10  適 用 除 外 条 件  

 ( 1 )  作 業 禁 止 時 間  
 ①災 害 非 常 事 態 緊 急 作 業  
 ②生 命 身 体 危 険 防 止 作 業  
 ③鉄 軌 道 正 常 運 転 確 保 作 業  
 ④ 道 路 交 通 法 に 基 づ く 占 用 許 可 条 件 に

よる夜 間 指 定  
 ⑤ 道 路 交 通 法 に 基 づ く 使 用 許 可 条 件 に

よる夜 間 指 定  
 ( 2 )  １日 あ たり 作 業 間  
 ①災 害 非 常 事 態 緊 急 作 業  
 ②生 命 身 体 危 険 防 止 作 業  

 
 
( 3 )  作 業 時 間  
①災 害 非 常 事 態 緊 急 作 業  
②生 命 身 体 危 険 防 止 作 業  
( 4 )  作 業 禁 止 時 間  
①災 害 非 常 事 態 緊 急 作 業  
②生 命 身 体 危 険 防 止 作 業  
③鉄 軌 道 正 常 運 転 確 保 作 業  
④ 道 路 交 通 法 に 基 づ く 占 用 許 可 条 件 に よ

る夜 間 指 定  
⑤ 道 路 交 通 法 に 基 づ く 使 用 許 可 条 件 に よ

る夜 間 指 定  



特定建設作業特定建設作業特定建設作業特定建設作業のののの 種類種類種類種類  

【【【【 騒 音 規 制 法 施 行 令 別 表 第騒 音 規 制 法 施 行 令 別 表 第騒 音 規 制 法 施 行 令 別 表 第騒 音 規 制 法 施 行 令 別 表 第 ２２２２ 】】】】      

１  く い 打 機 (も ん け ん を 除 く 。 )， く い 抜 機 又 は く い 打 く い 抜 機 (圧 入 式 く い 打 く
い 抜 機 を 除 く 。 )を 使 用 す る 作 業 (く い 打 機 を ア ー ス オ ー ガ ー と 併 用 す る 作 業 を
除 く 。 )  

２  び よ う 打 機 を 使 用 す る 作 業  

３  さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 (作 業 地 点 が 連 続 的 に 移 動 す る 作 業 に あ つ て は ， １ 日
に お け る 当 該 作 業 に 係 る ２ 地 点 間 の 最 大 距 離 が ５ ０ メ ー ト ル を 超 え な い 作 業 に
限 る 。 )  

４  空 気 圧 縮 機 (電 動 機 以 外 の 原 動 機 を 用 い る も の で あ つ て ， そ の 原 動 機 の 定 格 出
力 が １ ５ キ ロ ワ ッ ト 以 上 の も の に 限 る 。 )を 使 用 す る 作 業 (さ く 岩 機 の 動 力 と し
て 使 用 す る 作 業 を 除 く 。 )  

５  コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト (混 練 機 の 混 練 容 量 が ０ ． ４ ５ 立 方 メ ー ト ル 以 上 の も の
に 限 る 。 )又 は ア ス フ ァ ル ト プ ラ ン ト (混 練 機 の 混 練 重 量 が ２ ０ ０ キ ロ グ ラ ム 以
上 の も の に 限 る 。 )を 設 け て 行 う 作 業 (モ ル タ ル を 製 造 す る た め に コ ン ク リ ー ト
プ ラ ン ト を 設 け て 行 う 作 業 を 除 く 。 )  

６  バ ッ ク ホ ウ (一 定 の 限 度 を 超 え る 大 き さ の 騒 音 を 発 生 し な い も の と し て 環 境 大
臣 が 指 定 す る も の を 除 き ， 原 動 機 の 定 格 出 力 が ８ ０ キ ロ ワ ッ ト 以 上 の も の に 限
る 。 )を 使 用 す る 作 業  

７  ト ラ ク タ ー シ ョ ベ ル (一 定 の 限 度 を 超 え る 大 き さ の 騒 音 を 発 生 し な い も の と し
て 環 境 大 臣 が 指 定 す る も の を 除 き 、 原 動 機 の 定 格 出 力 が ７ ０ キ ロ ワ ッ ト 以 上 の
も の に 限 る 。 )を 使 用 す る 作 業  

８  ブ ル ド ー ザ ー (一 定 の 限 度 を 超 え る 大 き さ の 騒 音 を 発 生 し な い も の と し て 環 境
大 臣 が 指 定 す る も の を 除 き ， 原 動 機 の 定 格 出 力 が ４ ０ キ ロ ワ ッ ト 以 上 の も の に
限 る 。 )を 使 用 す る 作 業  

【【【【 振 動 規 制 法 施 行 令 別 表 第振 動 規 制 法 施 行 令 別 表 第振 動 規 制 法 施 行 令 別 表 第振 動 規 制 法 施 行 令 別 表 第 ２２２２ 】】】】      

１  く い 打 機 (も ん け ん 及 び 圧 入 式 く い 打 機 を 除 く 。 )， く い 抜 機 (油 圧 式 く い 抜 機
を 除 く 。 )又 は く い 打 く い 抜 機 (圧 入 式 く い 打 く い 抜 機 を 除 く 。 )を 使 用 す る 作 業  

２  鋼 球 を 使 用 し て 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 を 破 壊 す る 作 業  

３  舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作 業 (作 業 地 点 が 連 続 的 に 移 動 す る 作 業 に あ つ て は ，
一 日 に お け る 当 該 作 業 に 係 る ２ 地 点 間 の 最 大 距 離 が ５ ０ メ ー ト ル を 超 え な い 作
業 に 限 る 。 )  

４  ブ レ ー カ ー (手 持 式 の も の を 除 く 。 )を 使 用 す る 作 業 (作 業 地 点 が 連 続 的 に 移 動
す る 作 業 に あ つ て は ， １ 日 に お け る 当 該 作 業 に 係 る ２ 地 点 間 の 最 大 距 離 が ５ ０
メ ー ト ル を 超 え な い 作 業 に 限 る 。 ）  

【【【【 柏 市 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 別 表 第柏 市 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 別 表 第柏 市 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 別 表 第柏 市 環 境 保 全 条 例 施 行 規 則 別 表 第 ７７７７ 】】】】      

１  く い 打 機 (も ん け ん を 除 く 。 )， く い 抜 機 又 は く い 打 く い 抜 機 (圧 入 式 く い 打 く
い 抜 機 を 除 く 。 )を 使 用 す る 作 業  

２  び ょ う 打 機 を 使 用 す る 作 業  

３  削 岩 機 を 使 用 す る 作 業 (作 業 地 点 が 連 続 的 に 移 動 す る 作 業 に あ っ て は ， １ 日 に
お け る 当 該 作 業 に 係 る ２ 地 点 間 の 最 大 距 離 が ５ ０ メ ー ト ル を 超 え な い 作 業 に 限
る 。 )  

４  空 気 圧 縮 機 (電 動 機 以 外 の 原 動 機 を 用 い る も の で あ っ て ， そ の 原 動 機 の 定 格 出
力 が １ ５ キ ロ ワ ッ ト 以 上 の も の に 限 る 。 )を 使 用 す る 作 業 (削 岩 機 の 動 力 と し て
使 用 す る 作 業 を 除 く 。 )  

５  コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト (混 練 機 の 混 練 容 量 が ０ ． ４ ５ 立 方 メ ー ト ル 以 上 の も の
に 限 る 。 )又 は ， ア ス フ ァ ル ト プ ラ ン ト (混 練 機 の 混 練 容 量 が ２ ０ ０ キ ロ グ ラ ム
以 上 の も の に 限 る 。 )を 設 け て 行 う 作 業 (モ ル タ ル を 製 造 す る た め に コ ン ク リ ー
ト プ ラ ン ト を 設 け て 行 う 作 業 を 除 く 。 )  

６  鋼 球 を 使 用 し て 建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 を 破 壊 す る 作 業  

７  舗 装 版 破 砕 機 を 使 用 す る 作 業 (作 業 地 点 が 連 続 的 に 移 動 す る 作 業 に あ っ て は ，
１ 日 に お け る 当 該 作 業 に 係 る ２ 地 点 間 の 最 大 距 離 が ５ ０ メ ー ト ル を 超 え な い 作
業 に 限 る 。 )  

８  ブ ル ド ー ザ ー 及 び ト ラ ク タ ー シ ョ ベ ル そ の 他 こ れ ら に 類 す る 整 地 機 械 又 は 掘
削 機 械 を 使 用 す る 作 業  

 


